
＊その他注意事項＊
・書類に不備があり、補正されない場合は、補助金を交付することができません。
・提出日前1週間以内に市税を納付（口座振替含む）された場合は、納付が確認できる

もの（領収書・通帳）を添付してください。
・窓口申請で提出期限が市役所の休みと重なる場合は、直前の開庁日の受付時間内にご持参ください。
・必要に応じて現地調査を行います。

必要書類 注意事項 ✓

共
通

実績報告書（様式第３）

・押印する場合、シャチハタ印は不可です。また、様式の記載内容を訂
正するには訂正印が必要です。

・日付、申請者氏名の訂正は不可のため、訂正がある場合はすべて
書き直しとなりますのでご注意ください。

・事業完了日は、下記①、②の中で最も遅い日のことです。
① 領収書に記載された入金日

（入金日の記載がない場合は領収書作成日）
② 設備保証書に記載された保証開始日

実績報告額に係る内訳書
（様式第４）

・複数の型式の充電設備を設置する場合は、本紙を設置する型式分作成
してください。

・メーカー名、型式、出力数は、経産省補助金の補助対象充電設備型
式一覧表のとおりとしてください。

補助対象設備の発注書又は契約書
（お客様控え）の写し

・申請者住所、氏名、請負者、補助対象設備ごとの購入費が明記されて
いるもの

補助対象設備の請求書の写し
・申請者住所、氏名、請求者、補助対象設備の購入費が明記されている

もの

補助対象設備の支払いを証する
領収書の写し

・補助対象設備ごとの購入費が明記されているもの
・領収書（控）は不可です。

補助対象設備の保証書（お客様控
え）の写し

・補助対象設備ごとに提出してください。
・発行事業者名、型式、製造番号、保証開始日、申請者住所・氏名を

確認します。

図面（①と②）
① 完成後の設置場所の見取図または平面図と写真
② 完成後の電気系統図と配線ルート図

補助対象設備の写真２種
① 補助対象設備の全景
② ①に貼付されている型式及び製造番号が確認できるもの
・保証書の型式・製造番号と一致しているかを確認します。

補助金等交付請求書
・指定口座は申請者本人のものです。請求金額の訂正はできません。
・口座番号等に誤りがあると、振り込みに時間がかかります。

リ
ー
ス

事
業
者

リース契約書の写し ・リース事業者名とリース契約者名が明記されているもの

リース料金の算定根拠明細書 ・補助対象設備ごとに提出すること

そ
の
他

（
該
当
者
の
み
）

その他の補助金等の額確定通知書
の写し

・当該補助対象設備について、国や県の補助金などを受給する場合は額
確定通知書の写しを提出してください。

令和９年３月３１日（水）までに必要書類を窓口へ持参または郵送にて提出してください。
提出前に必ず事前にご連絡ください。

実績報告

受付後、申請者へ交付決定通知書を送付します。（２週間程度）
※ 決定通知書が手元に届いてから着手してください。
※ 申請内容に変更があった場合は、速やかに環境都市推進課へご連絡ください。

交付決定



・交付決定内容に変更がある場合は、「補助事業等計画変更申請書」を直ちに窓口へ持参または

郵送にてご提出ください。ご提出いただく前に、環境都市推進課環境政策係までご連絡ください。

内容により、追加で書類のご提出をお願いする場合があります。

・計画を中止する場合は、「補助事業等計画変更申請書」を郵送または窓口へ持参にてご提出くだ

さい。

・訂正や不備書類の提出等も含め、提出期限までに申請及び実績報告等を完了してください。

・補助金交付決定以前に事業着手（補助対象となる充電設備の発注、支払い、及び当該充電設備の

設置に係る工事の開始）している場合は、補助金の交付対象外となります。

・本リーフレットに記載のない事項等詳細は、「安城市集合住宅向け電気自動車等充電設備普及促

進補助金交付要綱」「安城市補助金等の予算執行に関する規則」をご確認ください。

・期日までに実績報告ができない場合、交付決定を取り消します。

〒４４６－８５０１

愛知県安城市桜町１８番２３号

安城市環境都市推進課環境政策係（安城市役所北庁舎２階）

TEL：０５６６－７１－２２８０（直通）

FAX：０５６６－７６－１１８４

Eメール：kankyo@city.anjo.lg.jp

※郵送で提出される場合の各種書類提出期限は必着となります。

受付後、指定口座に振込みをします。（1か月程度）

※ 振込みに際して市から申請者に通知はありません。

補助金交付

市公式ウェブサイト

その他・注意事項

お問い合わせ・書類提出先

mailto:kankyo@city.anjo.lg.jp


・ 各種様式のデータは市公式ウェブサイトに掲載しています。

（ホーム＞生活・サービス＞お得な制度＞集合住宅向け電気自動車等普及促進補助金制度）

・ 書類作成にあたっては、記入例をご確認ください。

・ 書類に不備があり、補正されない場合は、補助金を交付することができません。

指定口座に振込み
（実績報告から1か月程度）

令和９年３月３１日（水）までに窓口へ
持参または郵送してください。
必要に応じて現地調査を行います。

・決定通知書が手元に届いてから着手してください。
・申請内容に変更があった場合は、

速やかに環境都市推進課へご連絡ください。

申請者へ交付決定通知が送付される
（交付申請から２週間程度）

※ 令和８年４月１日(水)～令和８年１２月２８日(月)
に窓口へ持参または郵送してください。

事業着手の１５日以上前までに申請
※ご提出前に環境都市推進課環境政策係までご連絡ください。


